
中
世
濁
逸
に
於
け
る
政
教
難
敵
の
歴
史
的
考
察
倒

交
學
士
三
喜
田
熊
藏

一ご三四

緒
　
　
　
量
口

俗
礎
優
越
暗
代

敏
櫃
優
越
噂
代

手
民
的
意
識
の
擾
頭
ご
反
法
皇
的
蓮
動
の
獲
展

　
　
　
四
、
愚
民
的
意
識
の
前
頭
ご
反
法
皇
的
嫉
心
の
登

　
　
　
　
　
展

　
古
代
羅
馬
の
下
構
を
縫
亡
し
、
世
界
統
国
の
理
想
を
抱

け
る
仁
慈
羅
馬
皇
暫
が
、
其
の
灌
力
を
失
墜
し
、
同
じ
く

世
界
統
一
を
理
想
ビ
せ
る
、
羅
馬
法
皇
に
屈
伏
し
叩
頭
し

送
れ
に
願
使
せ
ら
る
》
に
及
ん
で
、
猫
逸
の
中
央
椹
力
は

途
に
そ
の
統
制
力
を
失
ひ
、
鹿
家
を
構
成
せ
る
諸
要
素
が

各
〃
分
離
抗
期
し
、
自
主
猫
立
せ
む
ご
す
る
に
至
っ
た
。

白
竃
帝
叩
カ
ー
ル
四
｛
世
（
一
三
四
七
…
こ
ご
七
八
）
は
＝
ご
五
⊥
ハ

　
　
　
中
世
獅
蓮
に
於
け
ろ
欧
敏
臨
書
の
歴
更
的
考
察
　
（
三
憲
田
）

年
黄
金
詔
書
（
的
○
蜀
①
器
切
昆
Φ
）
を
三
布
し
て
、
七
入
の
諸

侯
に
多
数
決
に
よ
り
て
皇
帝
を
選
罪
す
る
二
三
、
及
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

等
の
諸
侯
の
頷
内
に
於
け
る
裁
到
椹
、
山
林
所
有
樫
に
醐

す
る
至
高
椹
、
關
税
徴
集
椹
、
貨
幣
鋳
造
椹
を
與
へ
、
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勒

つ
彼
等
の
領
土
の
不
可
分
に
し
て
男
系
長
子
相
綾
樺
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

め
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
四
健
の
後
槍
者
た
る
皇
帝
ヴ
ェ

ン
ツ
ラ
ウ
へ
毒
窪
N
㌶
ぎ
＝
ご
七
六
1
⊥
四
〇
〇
）
一
四
〇
〇

年
諸
侯
の
面
前
に
招
喚
せ
ら
れ
、
怠
慢
素
餐
に
し
て
そ
の

地
位
に
適
せ
す
ビ
の
口
實
の
下
に
磨
議
せ
ら
れ
た
。
彼
に

代
り
て
選
畢
侯
の
優
越
を
認
め
て
國
王
に
選
ば
れ
だ
る
ル

プ
レ
ヒ
ト
（
娼
建
摺
タ
幽
国
壱
δ
3
r
圖
四
〇
〇
1
一
四
一

〇
）
は
只
死
に
よ
り
て
同
様
の
蓮
命
か
ら
免
れ
だ
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箇

第
十
・
五
巷
　
麓
｝
四
號
　
　
　
六
二
一



　
　
　
　
中
世
蜀
逡
に
於
け
ろ
政
教
墨
守
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

　
か
く
て
帝
國
の
實
権
は
凡
て
選
果
侯
に
掌
掴
せ
ら
れ

た
。
フ
ス
戦
役
に
於
て
は
蘭
塔
侯
膚
ら
、
帝
織
豊
會
を
招

集
し
、
軍
隊
を
動
員
し
、
フ
ス
派
に
謝
す
る
交
渉
は
凡
て

彼
等
の
緯
距
に
委
せ
ら
れ
た
。
然
れ
ご
諸
侯
は
帝
國
内
に

於
け
る
唯
一
の
樫
力
で
は
な
か
っ
た
。
帝
王
内
に
は
彼
等

に
甥
抗
す
る
術
幾
多
の
椹
力
が
存
在
し
た
。
騎
士
階
級
、

地
方
豪
士
階
級
、
都
市
等
こ
れ
で
あ
る
。

　
騎
士
階
級
（
舛
O
一
〇
財
の
「
一
什
け
Φ
戦
ω
O
げ
騨
為
叶
）
は
山
林
荒
野
の
中
に

城
塞
を
築
き
、
深
き
襲
撃
ご
厚
き
城
壁
の
中
に
匿
さ
れ
て

外
部
の
櫻
力
に
反
抗
し
、
屡
々
都
市
の
商
人
、
通
交
入
を
掠

多
し
た
。
地
方
に
於
け
る
豪
士
階
級
（
H
§
巳
ω
玉
綿
）
は
、
村

邑
に
磐
嘱
し
て
諸
侯
の
裁
勾
画
を
認
め
な
か
っ
た
。
都
市

は
こ
れ
等
の
凡
て
の
貴
族
ご
異
な
る
ま
義
の
下
に
立
っ
て

居
た
。
郎
ち
彼
等
は
凡
て
の
貴
族
の
迫
害
を
蒙
り
つ
、
、

そ
の
座
迫
を
排
除
し
て
双
翼
を
張
わ
、
貴
族
に
謝
抗
す
る

一
大
勢
力
と
な
り
勝
つ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
地
方
の
都
市
は

濁
逸
騎
士
團
に
謝
抗
し
て
都
巾
0
3
同
盟
を
組
織
し
た
。
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
　
第
”
四
號
　
　
　
山
ハ
ニ
ニ

ン
沿
岸
の
都
市
、
シ
ュ
フ
ー
ベ
ン
地
方
の
都
市
、
ド
ナ
ウ
、
上

流
の
都
市
、
こ
れ
ら
は
携
れ
も
そ
の
地
方
に
於
て
自
主
権

を
獲
得
せ
む
ご
し
て
同
盟
し
た
。
北
方
の
ハ
ン
ザ
同
盟
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ワ
ィ
ツ

又
海
上
に
雄
飛
し
た
。
瑞
西
で
■
は
聯
邦
が
組
織
せ
ら
れ
て

填
太
利
よ
り
完
全
な
る
狗
立
を
獲
得
せ
む
ご
し
て
居
た
Q

、
こ
の
國
内
秩
序
の
紫
飢
に
乗
じ
て
、
羅
馬
法
皇
は
濁
逸

の
敏
會
の
み
な
ら
す
内
政
に
迄
干
渉
を
逞
く
し
π
。
彼
は

時
々
諸
侯
の
屡
立
を
行
ひ
、
盛
宴
強
記
領
を
伊
太
利
の
信

侶
に
與
へ
、
又
種
々
な
る
方
法
に
よ
り
て
濁
聖
帝
の
牧
入

に
百
倍
す
る
も
の
を
羅
馬
へ
吸
饗
し
た
の
で
あ
る
。
諸
侯

は
法
皇
の
干
渉
に
騒
士
し
、
國
富
の
流
出
を
防
止
せ
む
爲

め
に
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
ジ
ヒ
三
世
（
一
四
四
〇
i
一
四
九

三
）
に
向
ひ
て
、
バ
董
ぜ
ル
宗
敷
會
議
の
精
紳
を
徹
底
す

べ
き
事
、
佛
國
の
如
く
翰
墨
に
於
て
も
プ
ラ
グ
了
グ
ジ
シ

ュ
・
サ
ン
ク
テ
ナ
ン
（
津
謬
ヨ
蝕
ω
O
冨
ω
き
窪
。
昌
）
を
登
布
し

て
法
皇
の
干
渉
を
排
除
す
べ
き
を
懲
悪
し
だ
。
然
る
に
法

皇
は
諸
侯
の
勢
力
の
、
法
皇
ご
同
調
皇
帝
に
も
脅
威
た
る

（120）



べ
き
を
説
き
て
、
皇
帝
を
し
て
法
皇
ご
提
携
し
て
諸
侯
に

甥
抗
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
諸
侯
の
計
劃
は
失
敗

し
、
皇
帝
は
盆
國
入
の
信
用
を
失
ひ
、
猫
逸
の
國
情
は
愈

々
混
沌
た
る
も
の
こ
な
っ
た
Q

　
如
何
に
あ
る
時
代
に
洋
鵡
に
し
て
必
要
な
り
し
制
度

も
、
時
ご
共
に
頽
超
し
所
謂
奮
制
度
ご
な
る
、
而
し
て
そ

の
頽
康
せ
る
中
よ
り
新
し
き
制
度
を
組
織
せ
む
ご
す
る
カ

が
生
れ
計
る
の
で
あ
る
。
就
會
の
秩
序
が
失
は
れ
、
凡
て

の
制
度
が
頽
磨
し
不
秩
序
が
一
，
般
的
ご
な
る
時
、
こ
の
不

秩
序
を
抑
制
せ
む
ご
す
る
努
力
も
亦
一
般
的
ビ
な
る
。
我

國
に
於
て
徳
川
幕
府
が
、
統
制
力
を
失
ひ
魔
會
秩
序
維
持

の
能
力
を
失
ふ
に
及
ん
で
、
こ
の
懲
制
度
を
破
壊
し
て
新

し
き
組
織
を
創
設
せ
む
ご
す
る
努
力
は
こ
の
奮
組
織
の
中

か
ら
生
れ
來
た
の
で
あ
っ
た
〇

　
十
字
軍
を
境
こ
し
て
、
封
建
制
度
が
漸
く
そ
の
威
力
を

失
ふ
や
、
量
れ
に
代
る
べ
き
新
制
度
た
る
中
央
集
権
的
近

代
側
民
國
家
は
、
蕎
欄
度
た
る
封
建
制
度
の
中
か
ら
生
れ

　
　
　
中
世
二
半
に
於
け
ろ
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
出
暑
田
）

來
つ
だ
の
で
あ
る
。
佛
蘭
西
に
於
て
は
有
力
な
る
一
封
建

諸
侯
た
る
カ
ペ
ー
家
が
他
の
諸
侯
を
抑
へ
て
、
中
央
集
椹

的
國
家
組
織
を
開
始
し
、
　
一
般
諜
税
、
常
備
軍
、
王
立
裁

鯛
所
等
の
諸
制
度
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ペ
ー
家
に

次
で
そ
の
一
族
よ
り
…
出
た
る
ヴ
ァ
買
ア
前
之
れ
に
代
り
、

カ
ー
ル
七
世
（
一
四
二
二
一
一
四
山
ハ
一
）
、
ル
イ
十
一
世
（
一

四
六
一
－
一
四
八
三
）
立
ち
．
莫
碁
手
を
言
外
に
置
放
し
’

て
中
央
苦
力
の
下
に
國
内
の
統
一
を
完
成
し
た
の
で
あ

る
。
直
管
に
棄
て
は
ヘ
ン
ソ
ー
七
世
（
一
四
八
五
1
一
五

〇
九
）
薔
薇
戦
役
に
よ
り
て
衰
微
せ
し
二
蕪
派
の
磨
嘘
の

上
に
新
に
計
量
な
る
チ
ュ
ド
ー
ル
王
朝
を
組
織
し
、
ノ
ル

マ
ン
時
代
を
絡
ら
し
め
て
新
時
代
を
馬
立
せ
し
め
た
の
で

あ
る
。
　
西
班
［
牙
に
於
て
は
、
　
カ
ス
テ
ラ
H
レ
オ
ン
女
王
イ

ナ
ベ
ラ
が
ア
ラ
ゴ
ン
王
、
フ
ェ
ル
デ
ナ
ン
ド
こ
の
結
合
に

よ
り
て
輩
固
な
る
中
央
集
構
的
國
家
を
組
織
し
、
國
内
の

貴
族
を
抑
へ
含
漱
徒
を
追
放
し
、
以
て
宇
島
の
統
一
を
完

成
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
箪
十
五
巷
　
第
田
回
號
　
　
　
山
ハ
ニ
三

（　121　）



　
　
　
　
中
轍
猫
魎
に
於
け
ろ
致
敏
關
係
の
罐
更
的
考
察
　
（
露
喜
田
）

　
か
く
諸
幽
に
果
て
は
盗
れ
も
國
民
的
意
識
が
旺
盛
こ
な

り
、
戚
情
が
よ
り
漉
き
範
團
に
育
て
共
通
こ
な
り
、
そ
の
共

蓮
の
七
情
即
ち
愚
民
的
意
識
を
基
礎
ご
し
て
．
近
代
的
統

一
國
家
が
其
上
に
建
設
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
猫
逸
に
於

て
も
都
市
の
興
起
、
通
商
の
登
達
に
俘
ひ
國
民
的
意
識
が

飯
頭
し
、
当
れ
の
階
級
も
隠
家
を
統
一
し
秩
序
を
快
復
し

以
て
外
敵
を
排
除
せ
む
事
を
願
っ
た
。
然
し
こ
の
國
民
酌

意
識
擁
頭
の
原
動
力
た
り
し
は
他
國
ご
等
し
く
都
市
に
於

け
る
資
本
家
階
級
で
あ
る
、
彼
等
は
貴
族
の
専
横
を
制
し
、

盗
賊
騎
士
の
駿
琶
を
抑
制
し
て
國
内
の
統
一
を
圖
り
以
て

蓮
葉
の
国
漢
を
期
し
た
。
從
っ
て
屡
々
帝
國
議
曾
が
招
集

せ
ら
れ
、
國
家
の
統
　
を
促
進
す
べ
き
手
段
方
法
に
關
し

て
議
論
が
戦
は
さ
れ
た
。
然
し
彼
等
は
協
議
ご
多
薮
決
ε

に
よ
っ
て
こ
れ
を
達
成
せ
む
ご
し
こ
れ
を
敢
行
す
べ
き
高

力
を
欠
い
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
佛
蘭
西
に
於
て
は
王
室

ε
第
三
階
級
こ
の
同
盟
成
立
し
て
貴
族
を
抑
塵
し
た
。
英

國
に
勝
て
は
貴
族
ご
第
三
階
級
相
提
携
し
て
國
王
の
奪
横

　
　
　
　
　
　
第
十
玉
巷
　
第
四
號
　
　
六
二
四

を
制
し
た
○
然
る
に
濁
逸
に
於
け
る
各
階
級
の
分
離
は
徹

底
的
に
行
は
れ
、
且
つ
皇
帝
の
無
力
た
り
し
爲
め
皇
帝
が

第
三
階
級
ご
提
携
せ
む
ご
す
る
意
思
を
有
せ
し
に
拘
ら
す

こ
れ
を
實
現
す
る
事
が
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
難
点
の
狗
逸
は
國
内
の
秩
序
失
は
れ
た
る
の
み
な
ら

す
、
そ
の
上
境
は
外
敵
の
侵
略
躁
踊
に
委
せ
ら
れ
た
。
東

方
に
去
て
は
レ
ソ
テ
ン
（
び
。
簿
。
巳
ス
ラ
ー
ヅ
ェ
ン
（
ω
冠
く
①
ε

の
帝
國
領
内
に
侵
入
し
來
る
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
地
方
に

　
　
　
ポ
　
レ
　
ン

於
て
は
波
蘭
人
の
猫
逸
騎
士
團
の
土
地
を
略
し
奪
せ
る
あ

り
、
佛
蘭
西
の
新
に
ラ
イ
ン
聖
書
の
國
是
を
掲
げ
て
、
ブ

ラ
バ
ン
ト
、
オ
ラ
ン
ダ
地
方
に
乱
撃
し
遷
る
あ
り
．
ブ
ぞ

グ
ソ
r
侯
の
ゲ
ル
デ
ル
ン
を
占
領
し
、
省
ロ
ー
ト
リ
ン
グ

ン
、
エ
ル
ず
ス
、
瑞
西
地
方
を
攻
慰
し
來
る
あ
b
、
已
に

シ
レ
ジ
ー
ン
。
ラ
ウ
ジ
ソ
ト
を
領
有
せ
る
べ
ー
メ
ン
王
の

爾
新
に
帝
國
領
を
慧
食
し
來
る
あ
う
、
猫
色
人
の
敢
然
立

ち
て
、
内
に
秩
序
を
恢
復
し
外
じ
燭
魚
を
守
る
に
あ
ら
す

ん
ば
彼
等
の
選
民
生
活
は
帖
死
を
免
れ
ざ
る
状
態
で
あ
っ

（　129．　）



た
。　

從
っ
て
一
四
六
六
年
に
は
ニ
ル
ソ
ベ
ル
グ
に
於
て
帝
國

議
會
が
開
か
れ
、
公
安
倉
（
H
」
ρ
筆
画
h
月
一
〇
急
Φ
＝
）
を
獲
虚
し
盗
賊

騎
士
の
横
行
を
取
締
う
爾
後
五
年
問
青
れ
に
蓮
反
す
る
者

を
ア
ハ
ト
に
示
す
る
巳
日
凄
旦
告
せ
ら
れ
た
。
　
翌
一
四
ム
ハ
レ
～
年

の
ノ
イ
シ
メ
タ
ッ
ト
の
帝
國
議
會
に
於
て
再
び
公
安
今
が

公
布
せ
ら
れ
、
私
闘
が
禁
ぜ
ら
れ
た
。
一
四
七
一
年
の
レ

ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
グ
の
帝
國
議
會
に
於
て
は
ト
ル
コ
戦
役
を

　
　
　
　
　
　
グ
マ
イ
ネ
ル
ロ
ペ
ン
ニ
ヒ

綴
属
す
る
爲
に
　
般
譲
税
の
制
度
が
創
設
せ
ら
れ
た
。
さ

れ
ご
帝
骨
内
の
反
皇
帝
派
、
及
び
都
市
は
帝
國
議
會
に
寓

席
せ
ざ
り
し
を
理
由
こ
し
て
そ
の
逡
奉
を
拒
ん
だ
Q

　
都
市
は
青
島
他
の
凡
て
の
階
級
よ
り
敵
親
せ
ら
れ
、
負

憺
は
常
に
彼
等
の
上
に
課
せ
ら
る
も
未
だ
嘗
て
議
曾
に
於

て
彼
等
の
意
思
を
登
言
す
る
機
會
を
與
へ
ら
れ
な
か
っ

た
。
從
っ
て
彼
等
は
他
の
階
級
よ
り
離
れ
都
市
肖
身
の
利

盆
を
擁
護
し
、
百
重
の
方
向
を
進
み
來
つ
た
。
フ
ス
戦
役

に
於
て
は
都
市
は
資
ら
軍
隊
を
組
織
し
、
自
ら
選
任
せ
る

　
　
　
串
世
二
半
に
於
け
る
政
敷
閥
係
の
歴
史
的
考
察
　
ρ
三
喜
田
）

長
官
を
し
て
之
れ
峯
ひ
し
め
た
。
然
る
に
都
市
の
勢
力
は

日
を
追
ふ
て
近
大
し
、
彼
等
を
除
外
し
て
は
言
意
の
統
叫

の
達
成
せ
ら
れ
ざ
る
事
明
に
な
り
、
途
に
彼
等
も
帝
國
議

會
に
招
集
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
Q
英
國
に
於
て

は
都
市
は
下
級
貴
族
だ
る
騎
士
ε
合
し
て
下
院
を
組
織
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ッ
タ
　
シ
ヤ
フ
ト

る
も
、
猫
逸
に
於
て
は
騎
士
階
級
は
議
會
に
招
集
せ
ら
れ

な
か
っ
た
。
又
佛
蘭
西
に
総
て
は
憺
侶
は
他
の
貴
族
ご
分

れ
て
會
合
せ
る
も
、
濁
逸
に
於
て
は
僧
侶
も
俗
人
ご
等
し

く
選
墨
侯
こ
し
て
、
或
は
諸
侯
こ
し
て
共
遁
の
露
盤
を
有

せ
し
か
ば
、
僑
俗
爾
者
よ
り
成
る
面
訴
侯
、
及
び
諸
侯
こ

し
て
の
階
級
が
組
織
せ
ら
れ
た
。
從
っ
て
燭
逸
の
帝
物
議

會
は
選
墓
侯
、
諸
侯
、
都
市
の
三
部
か
ら
成
り
、
彼
等
は

局
部
（
ω
聾
巳
。
）
ε
総
養
せ
ら
れ
た
。

　
都
市
が
初
め
て
帝
國
議
曾
に
招
集
せ
ら
れ
た
る
は
一
四

入
七
年
の
ニ
ル
ン
ベ
ル
グ
の
議
會
に
し
て
、
こ
の
時
選
翠

侯
は
六
人
、
諸
侯
は
十
人
、
都
市
は
三
人
の
委
員
を
下
し

て
公
安
今
に
下
し
て
協
議
せ
し
め
た
。
家
の
一
四
八
九
年

　
　
　
　
　
　
第
十
五
徐
〕
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
ニ
五

（　123　〉



　
　
　
　
中
世
猫
逸
に
於
け
る
政
教
掌
上
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
出
試
菌
）

の
重
量
議
會
に
於
て
は
、
墨
黒
侯
、
諸
侯
、
都
市
は
各
別

に
至
愚
を
紐
織
し
、
結
議
は
ま
つ
選
畢
侯
に
よ
り
て
超
草

せ
ら
れ
、
他
の
二
部
の
賛
成
を
求
む
る
事
ε
な
り
初
め
て

一
般
議
會
の
形
式
が
整
へ
ら
れ
、
爾
後
こ
れ
に
倣
っ
た
。

　
當
時
の
帝
駁
撃
會
に
於
て
は
、
公
安
命
、
一
般
課
穐
の

外
に
帝
國
高
等
裁
剣
所
の
改
造
問
題
が
議
せ
ら
れ
た
。
濁

逸
に
於
て
は
皇
帝
裁
剣
所
が
最
高
法
院
た
り
し
が
、
皇
帝

の
干
渉
に
よ
り
て
屡
々
正
義
行
は
れ
す
、
事
務
は
停
滞
し

且
つ
多
額
の
手
数
料
を
徴
牧
せ
ら
れ
し
か
ば
、
堪
れ
が
改

革
は
一
般
の
要
望
ご
な
り
家
つ
た
の
で
あ
る
。
已
に
一
四

六
七
年
ノ
イ
シ
ュ
タ
ソ
ト
の
帝
國
議
會
に
於
て
は
、
皇
帝
が

只
一
入
の
裁
刎
長
の
み
を
選
任
し
、
他
の
二
十
四
名
の
裁

手
官
を
凡
て
頬
部
よ
り
…
選
任
す
る
高
等
法
院
（
囚
請
込
ご
Φ
同
量

9
0
導
）
を
創
設
せ
む
事
を
皇
帝
に
請
願
せ
し
も
許
さ
れ
な

か
っ
た
。
叉
一
四
入
六
年
の
議
會
に
於
て
、
諸
勢
は
一
般
課

税
の
賛
成
を
交
換
條
件
ご
し
て
、
高
等
法
院
に
皇
帝
ご
等

し
く
ア
ハ
ト
を
宣
告
す
る
樺
限
、
刑
罰
履
行
に
關
す
る
一

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
　
第
四
鱗
　
　
　
六
二
山
閉

切
の
灌
限
、
法
官
職
の
室
位
と
な
り
た
る
場
合
是
が
補
充

の
権
限
を
凡
て
裁
割
所
に
與
へ
ら
れ
ん
事
を
望
み
し
も
、

老
皇
帝
は
一
歩
も
自
己
の
擢
利
を
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
且
つ
こ
の
満
干
に
は
都
市
そ
の
協
議
に
加
は
ら
ざ
り
し

を
條
件
ご
し
て
反
醤
せ
し
か
ば
會
議
は
不
成
功
に
絡
つ
た

　
諸
部
は
頑
強
な
る
皇
帝
を
動
か
す
事
の
至
難
な
る
を
思

ひ
、
望
を
そ
の
子
に
し
て
已
に
聯
帯
潤
た
る
マ
キ
シ
ミ
ソ

ァ
ン
に
屡
し
、
彼
を
擁
し
て
一
四
八
九
年
ニ
ル
ン
ベ
ル
グ

に
帝
國
議
會
を
開
き
、
彼
の
企
て
る
ウ
ソ
ガ
ル
ン
征
服
に

援
助
を
約
す
る
ご
同
時
に
、
彼
を
し
て
諸
部
の
計
劃
す
る

高
等
法
院
創
設
に
誰
冠
す
べ
き
を
誓
は
し
め
た
Q
而
も
フ

リ
ー
ド
フ
ヒ
三
世
は
一
四
九
三
年
に
残
し
、
マ
キ
シ
ミ
ソ

ァ
ン
（
一
四
九
三
－
一
五
一
九
）
帝
釈
の
首
班
た
り
し
か
ば

帝
國
改
造
問
題
は
蕪
に
一
段
の
光
明
を
認
め
む
ご
す
る
に

，
至
っ
た
。

　
然
る
に
偉
大
な
る
期
待
を
以
を
始
め
ら
れ
た
る
、
マ
キ

シ
ミ
リ
ァ
ン
の
治
世
の
初
に
於
て
彼
は
個
入
国
…
問
題
よ
り

（　12Ll　）



佛
國
王
カ
ー
ル
入
世
（
一
四
入
三
－
一
四
九
入
）
ご
事
を
構

へ
る
に
至
つ
だ
。
マ
キ
シ
ミ
ソ
ァ
ン
の
妃
に
し
て
ブ
ル
グ

ソ
ド
の
相
績
者
た
り
し
マ
ソ
ァ
は
、
フ
ィ
リ
ン
グ
、
マ
ル
ガ

レ
ッ
ト
の
兄
妹
二
兇
を
遣
し
て
早
接
し
た
。
マ
キ
シ
ミ
ソ

ァ
ン
は
一
四
入
二
年
予
洗
西
に
甥
す
る
一
の
戦
勝
の
後
こ

れ
ビ
條
約
を
結
び
二
時
十
二
歳
の
佛
皇
太
子
カ
ー
ル
ε
彼

の
二
歳
の
娘
マ
ル
ガ
レ
ソ
ト
ご
の
婚
約
を
條
件
ご
し
て
、

佛
に
彼
が
こ
の
時
占
領
せ
し
ア
ル
ト
ァ
（
b
碁
。
芭
及
佛
蘭

西
に
於
け
る
プ
ル
グ
ン
ド
領
を
與
ふ
を
約
し
π
。
然
る
に

一
四
九
二
年
カ
ー
ル
八
世
は
マ
ル
グ
レ
ソ
ト
を
猫
逸
に
蹄

へ
ら
し
め
、
マ
キ
シ
ミ
フ
ァ
ン
の
婚
約
せ
し
、
プ
ソ
タ
ニ

ー
の
相
綾
娘
ア
ナ
を
強
要
し
て
彼
ご
結
婚
せ
し
め
だ
。
且

つ
カ
ー
ル
八
世
は
羅
馬
に
於
て
戴
冠
式
を
暴
げ
む
ご
せ
る

マ
キ
シ
ミ
ブ
ァ
ン
の
機
先
を
制
し
て
伊
太
利
に
侵
入
し
、

ネ
ア
ペ
〆
を
占
領
し
た
。

　
個
人
的
に
侮
辱
せ
ら
れ
、
皇
家
的
に
痛
撃
を
加
へ
ら
れ

た
る
マ
出
、
シ
ミ
フ
ア
ン
は
、
佛
王
を
徽
制
隅
せ
む
が
爲
に
一

　
　
　
中
世
猫
邊
に
於
け
ろ
政
敏
閥
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

四
九
五
年
ウ
ォ
ル
ム
ス
に
帝
國
出
世
を
冷
し
て
当
無
諸
部

の
後
援
を
求
め
だ
。
諸
部
は
こ
の
絶
険
を
捕
へ
て
内
政
を

改
革
せ
ん
と
し
、
マ
キ
シ
ミ
リ
ァ
ン
に
永
綾
的
な
る
軍
備

ご
、
之
れ
を
維
持
す
る
に
足
る
】
般
忌
避
に
賛
成
す
る
を
、

條
件
こ
し
て
、
帝
樫
を
制
限
す
べ
き
新
憲
法
に
同
意
を
求

め
た
◎
こ
の
新
憲
法
に
よ
り
て
、
一
般
無
税
の
使
途
、
治
安

及
び
府
外
關
係
の
心
理
の
爲
め
に
議
政
府
（
図
①
け
冨
審
叶
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
デ
ン
デ

が
創
設
せ
ら
れ
、
そ
の
委
員
は
都
市
を
も
含
む
諸
部
よ
り

選
任
せ
ら
れ
た
。

　
マ
キ
シ
ミ
ソ
ァ
ン
は
一
度
か
、
る
新
憲
法
に
反
謝
せ
し

が
、
外
部
の
後
援
を
得
る
事
の
必
要
よ
り
次
の
如
き
姜
協

案
に
賛
成
す
る
に
至
つ
だ
。

　
一
、
永
久
的
敷
力
あ
る
公
安
命
を
獲
布
す
る
事

　
　
　
カ
ン
マ
　
グ
リ
ヒ
ト

　
ニ
、
高
等
法
院
を
設
置
し
、
そ
の
昏
昏
官
は
凡
て
諸
部

　
　
に
よ
り
て
任
命
せ
ら
れ
皇
帝
は
只
裁
鋼
長
の
み
を
選

　
　
任
す
る
事
、
型
鋼
官
に
皇
帝
の
名
に
よ
り
て
ア
ハ
ト

　
　
を
宣
告
す
る
樺
限
を
與
へ
、
手
数
料
に
＝
疋
砂
規
定

　
　
　
　
　
　
餓
牢
十
・
五
巷
　
　
筑
器
四
三
　
　
　
山
ハ
ニ
・
七

（　19．5　）



　
　
　
　
申
世
蜀
逸
に
於
け
る
殿
数
醐
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
霧
田
）

　
　
を
設
け
、
且
つ
原
告
の
同
意
な
く
し
て
ア
ハ
｝
を
取

　
　
滑
さ
ざ
る
事
。

　
三
、
工
部
は
一
般
課
税
に
賛
成
す
る
事
、
但
し
外
れ
に
樹

　
　
す
る
監
督
官
ε
し
て
帝
國
會
計
局
長
（
戸
。
凶
。
富
融
0
7

　
　
象
N
ヨ
。
簿
。
憎
）
を
面
部
よ
り
選
任
し
、
邑
つ
そ
の
途
使

　
　
國
内
の
治
安
、
樹
外
型
係
の
評
議
機
閣
こ
し
て
毎
年
帝

　
　
函
南
會
（
H
〃
O
一
〇
財
ω
く
Φ
畦
の
ρ
一
昌
一
5
凋
鴬
口
吟
）
を
招
集
す
る
事
。

　
か
く
て
濁
逸
は
君
主
國
及
聯
邦
の
二
者
の
性
質
を
兼
ね

併
せ
π
る
一
種
の
立
憲
君
主
國
ざ
な
り
、
國
家
改
造
の
基

礎
が
築
か
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
然
る
に
新
憲
法
の
實
施
せ
む
ご
す
る
に
當
）
て
各
方
面

よ
わ
障
害
が
現
れ
來
つ
た
。
第
一
ウ
オ
〃
ム
ス
の
議
會
に

出
席
せ
ざ
り
し
諸
侯
の
、
こ
れ
に
反
封
の
態
度
を
探
り
來

つ
だ
事
。
第
二
、
帝
國
玉
璽
に
招
か
れ
ざ
る
騎
士
階
級
は
、

一
般
課
税
を
含
め
る
新
憲
法
に
正
面
よ
り
反
議
せ
し
事
。

第
三
　
僧
侶
は
世
俗
的
勢
力
の
優
勢
こ
な
り
た
る
高
等
法

院
に
不
満
を
抱
き
、
諸
侯
の
中
に
於
て
も
皇
帝
以
外
の
裁

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
…
就
　
　
　
山
ハ
ニ
八

劇
場
を
忌
避
せ
む
ご
す
る
者
あ
り
た
る
事
。
第
四
、
瑞
西

聯
邦
は
高
等
法
院
に
反
甥
し
、
波
蘭
章
魚
は
ダ
ン
チ
ヒ
、

エ
ル
ゼ
ソ
グ
の
猫
領
た
ら
ざ
る
を
條
食
し
て
高
等
法
院
に

封
ず
る
爾
市
の
除
外
を
求
め
た
る
事
。
か
く
て
帝
國
更
生

の
奄
奄
た
る
新
憲
法
は
、
そ
の
数
験
を
幾
揮
す
る
に
先
ち

て
、
諸
要
素
を
動
聾
せ
し
め
、
反
抗
的
要
素
を
沸
騰
せ
し

め
た
の
で
あ
る
○
國
王
も
亦
衷
3
5
新
憲
法
の
成
立
を
喜
ば

す
、
新
し
き
形
式
に
よ
り
て
高
等
法
院
を
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
・
ア
ソ
・
マ
イ
ン
に
筆
頭
せ
し
も
、
陪
審
官
の
俸
給
に

關
し
て
何
等
の
規
定
を
設
け
ず
、
一
般
課
税
を
初
づ
ハ
プ

ス
ブ
〆
グ
領
に
も
徴
集
す
べ
き
約
を
果
さ
な
か
つ
π
の
で

あ
る
Q
彼
は
只
諸
部
に
徴
税
金
ご
軍
隊
を
…
以
て
伊
太
利
國

境
に
近
き
、
ソ
ン
ダ
ウ
に
來
る
事
を
命
じ
、
膚
ら
は
諸
部

の
到
着
を
待
た
す
し
て
倉
皇
こ
し
て
伊
太
利
に
侵
入
し
だ

．の

ﾅ
あ
っ
た
。

　
一
四
九
六
弁
蓋
リ
ゾ
ダ
ウ
に
來
浮
せ
し
諸
部
は
、
國
王

の
希
望
を
裏
切
り
．
國
王
に
一
切
の
援
助
を
與
へ
す
し
て

（　126　）



早
書
難
問
題
の
み
を
討
議
せ
ん
ご
し
た
。
從
っ
て
こ
の
會

議
に
は
最
初
め
よ
り
不
穏
の
塞
氣
の
濃
り
し
も
、
國
家
の

統
一
に
献
…
・
身
的
努
力
を
捧
げ
つ
、
あ
る
マ
イ
ソ
ッ
の
撰
｝
暴

侯
ベ
ル
ト
ル
ド
（
図
工
h
貯
暮
ヒ
d
Φ
三
り
○
旨
く
§
昏
夢
同
N
）
の
斡

旋
に
よ
り
て
淡
裂
を
免
れ
、
最
後
に
ウ
オ
ル
ム
ス
の
決
議

の
實
行
を
約
し
．
且
つ
高
等
法
院
を
交
通
上
便
宜
多
き
ウ

ォ
ル
ム
ス
に
移
轄
す
る
事
を
淡
議
し
た
。

　
マ
キ
シ
ミ
ヲ
ァ
ン
は
伊
太
利
に
於
て
同
盟
國
に
裏
切
ら

れ
、
カ
ー
ル
八
世
の
死
に
よ
り
て
新
に
混
翫
め
起
ら
ん
事

を
期
待
せ
し
佛
國
は
、
そ
の
後
惚
者
た
る
ル
イ
十
二
世
（
一

四
九
入
－
一
五
一
五
）
に
よ
り
て
些
々
輩
固
な
る
統
一
を

與
へ
ら
れ
、
反
り
て
彼
の
子
フ
ィ
ヲ
ソ
プ
は
父
の
意
に
反

し
て
佛
蘭
西
ご
協
約
を
結
び
、
ブ
川
グ
ソ
ド
に
封
ず
る
彼

の
要
求
を
放
棄
し
だ
。
か
く
て
マ
キ
シ
ミ
ソ
ア
ン
は
本
國

に
蹄
り
て
一
四
九
∵
七
年
帝
國
議
會
を
ウ
オ
ル
ム
ス
に
其
翌

一
四
九
身
動
に
帝
参
議
會
を
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
に
招
集
し
て

更
に
諸
部
の
援
助
を
乞
ふ
た
。
諸
部
は
憲
法
制
定
後
H
樹

　
　
　
串
世
猫
逸
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
更
的
考
察
　
（
三
醗
出
）

曳
き
猫
逸
に
ご
り
て
三
和
の
何
物
よ
り
も
必
要
な
る
も
知

れ
こ
も
、
好
戦
的
に
し
て
敵
慨
心
に
燃
ゆ
る
管
厚
を
制
す

る
能
は
す
、
彼
に
約
す
る
に
一
般
課
税
を
徴
集
し
て
援
助

す
べ
き
を
以
て
し
π
Q
か
く
て
マ
キ
シ
ミ
リ
ァ
ン
は
「
四

九
九
年
再
び
等
身
戦
孚
を
開
始
し
シ
ャ
ン
パ
ヌ
地
方
に
侵

入
し
た
。

　
然
る
に
マ
キ
シ
ミ
ソ
ァ
ン
に
比
し
て
ル
イ
十
二
世
の
政

治
的
地
位
は
遙
か
に
優
越
し
て
居
た
。
西
班
牙
、
伊
太
利
、

二
ー
ダ
ー
ラ
ソ
デ
ン
は
凡
て
佛
國
に
昧
方
し
た
。
フ
ァ
ル

ッ
侯
は
佛
蘭
西
に
策
癒
し
た
。
瑞
西
に
於
て
耳
蝉
軸
部
椹

を
料
亭
し
て
公
然
ご
濁
逸
帝
國
に
反
抗
し
た
。
佛
國
王
は

伊
太
利
に
侵
入
し
て
マ
イ
ラ
ソ
ド
を
占
領
し
た
。
戦
利
あ

ら
ざ
り
し
國
王
は
濁
逸
に
館
り
、
組
立
を
認
む
る
を
條
件

ご
し
て
瑞
西
ε
休
戦
を
約
し
、
一
五
〇
〇
年
ア
ウ
グ
ス
ブ

ル
グ
に
帝
國
議
會
を
招
集
し
て
更
に
諸
部
の
援
助
を
求
め

遣
恨
骨
髄
に
徹
せ
る
隠
忍
に
一
撃
を
加
へ
む
ご
し
π
。

　
か
、
る
事
情
の
下
に
成
立
せ
し
一
五
〇
〇
年
の
ア
ウ
グ

　
　
　
　
　
　
静
寧
十
五
巷
　
　
櫓
汐
圃
一
身
　
　
　
山
ハ
ニ
九

（　127　）



　
　
　
申
世
蜀
逸
に
於
け
る
政
敏
細
革
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

ス
ブ
ル
グ
の
三
石
無
風
に
於
て
、
雨
樋
は
選
果
侯
、
諸
侯
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ィ
ヒ
ス
ロ
ラ
　
ト

及
び
都
市
の
委
員
よ
り
成
る
議
政
府
の
設
置
に
同
意
し
、

こ
れ
に
内
外
關
係
一
切
の
政
務
に
適
す
る
提
案
椹
、
詐
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ィ
ヒ
ス
ゴ
フ
　
ト
　
　
　
ラ
イ
ヒ
ス
ロ

樫
及
び
決
議
擢
を
付
與
し
た
。
か
く
て
議
政
府
は
帝
國

レ
ヂ
メ
ン
ト

政
府
の
名
辮
す
ら
探
る
に
至
つ
だ
。
こ
れ
に
よ
り
て
司
法

の
み
な
ら
す
、
立
法
行
政
上
の
實
樺
も
諸
部
に
よ
）
て
掌

翻
せ
ら
れ
、
就
中
選
暴
侯
の
勢
力
が
最
大
ご
な
っ
た
。
か

、
る
譲
歩
に
鋤
し
て
諸
部
は
、
帝
國
内
の
敏
涯
毎
に
四
百

人
に
一
人
の
割
合
に
て
歩
兵
を
翻
し
、
篭
れ
に
相
癒
す
る

騎
兵
は
貴
族
階
級
よ
り
出
し
て
以
て
皇
帝
を
援
け
、
且
つ

僧
侶
、
猫
太
人
、
招
使
等
の
非
戦
圓
員
は
一
定
の
金
額
を

納
め
て
軍
資
金
に
絶
つ
る
事
こ
な
し
た
。

　
マ
キ
シ
ミ
ソ
ァ
ン
は
彼
の
大
急
歩
に
よ
り
て
彼
に
約
さ

れ
だ
る
援
助
の
遽
に
出
來
ら
む
事
を
鶴
首
し
て
待
つ
π
o

然
る
に
こ
の
援
助
は
容
易
に
成
立
せ
す
、
　
［
五
〇
一
年
の

四
月
に
至
る
も
徴
兵
の
基
礎
こ
な
る
可
き
毅
匿
の
人
口
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ヒ
ス
リ
ラ
ロ
ト

す
ら
作
成
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
且
つ
議
政
府
は
彼
の
意
思

　
　
　
　
　
　
集
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
六
三
〇

を
無
親
し
て
栄
蘭
王
ご
休
戦
を
約
し
、
マ
イ
ラ
ン
ド
を
帝

室
の
采
邑
た
る
形
式
の
下
に
方
所
王
に
與
へ
む
ご
す
ら
考

慮
す
る
に
至
っ
た
。
叢
に
於
て
マ
キ
シ
ミ
ソ
ァ
ン
は
慮
己

の
樹
内
的
に
は
全
く
二
藍
せ
ら
れ
、
封
外
的
に
は
全
く
無

援
孤
立
な
る
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
の
長
く
抑

制
せ
ら
れ
た
る
不
李
は
こ
の
一
時
に
爆
登
し
た
Q
彼
は
自

ら
進
ん
で
佛
王
に
マ
イ
ラ
ン
ド
を
與
へ
且
つ
漸
く
創
設
せ

ら
れ
た
る
諸
制
度
を
破
壊
せ
む
ε
し
た
Q
南
ら
制
度
を
創

建
す
る
能
力
な
き
國
王
も
、
止
れ
を
破
壊
す
る
に
は
充
分

の
カ
を
揮
ふ
事
が
出
土
た
Q
俸
給
を
支
給
せ
ら
れ
ざ
る
、

議
政
府
及
高
等
法
院
の
委
員
は
蹄
郷
の
途
に
つ
き
こ
れ
を

見
た
る
國
王
は
寧
ろ
快
哉
を
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
は
自

ら
の
計
劃
に
よ
り
て
政
府
、
裁
奥
所
を
組
織
し
、
新
に
軍

制
を
施
か
む
ご
せ
し
も
彼
は
留
れ
に
必
要
な
る
底
力
を
欠

い
た
。
か
く
て
一
五
〇
三
年
に
は
議
政
府
、
高
等
法
院
は

姿
を
清
し
、
東
北
直
宮
、
伊
太
利
、
瑞
西
に
於
て
國
威
盆

々
失
墜
し
え
の
で
あ
る
。
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然
る
に
マ
キ
シ
ミ
リ
ァ
ン
の
子
息
フ
ィ
リ
ッ
プ
ご
西
班

の
皇
女
ヨ
ハ
ナ
ご
の
結
婚
は
國
王
の
國
際
的
地
位
を
向
上

せ
し
め
、
國
内
的
勢
力
を
籏
面
し
π
。
彼
は
小
諸
侯
の
援

助
を
得
て
常
に
反
仁
王
的
態
度
を
執
り
し
フ
ァ
ル
ッ
伯
を

屈
伏
せ
し
め
た
。
彼
は
一
五
〇
五
年
に
は
ケ
ル
ン
、
一
五
〇

七
年
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
に
帝
國
議
會
を
開
き
て
再
び
伊

太
利
遠
征
に
謝
す
る
帝
國
面
部
の
援
助
を
乞
ひ
、
且
つ
伊

太
利
遠
征
に
よ
る
基
盤
を
以
て
帝
國
の
負
搬
を
輕
減
す
べ

き
を
附
言
し
た
、
叢
に
於
て
諸
氏
は
九
千
人
の
歩
兵
と
三

千
人
の
騎
兵
を
彼
に
輿
ふ
る
を
約
し
元
。
又
帝
國
ご
瑞
西

ε
の
協
約
成
り
、
瑞
西
の
介
立
を
公
認
し
膨
れ
に
翼
し
て

瑞
西
は
六
千
人
の
傭
兵
を
如
露
に
逡
る
可
き
を
誓
つ
淀
。

諸
部
の
援
助
に
痛
し
て
國
王
は
選
篭
鳥
、
諸
侯
の
任
命
せ

る
裁
鋼
官
よ
り
成
る
高
等
法
院
の
設
澄
を
再
び
裁
可
し
だ

の
で
あ
る
。
然
し
都
市
は
こ
の
時
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

・
國
王
は
遠
大
な
る
希
望
ご
強
固
な
る
自
信
を
以
て
、
伊

太
利
遠
征
を
開
始
し
、
　
一
五
〇
八
年
の
二
月
に
は
ト
リ
エ

　
　
　
中
世
濁
逡
に
於
け
ろ
政
敏
帯
革
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

ン
ト
に
入
）
、
こ
の
地
に
盛
大
な
る
儀
式
を
行
ひ
自
ら
羅

馬
皇
帝
ご
七
て
帝
室
を
戴
き
、
短
い
て
ヴ
遥
ネ
デ
ヒ
市
を

攻
黒
し
た
Q
彼
は
市
の
｝
隅
の
丘
陵
を
占
領
し
、
・
全
市
の

陥
落
の
目
腿
に
迫
れ
る
を
h
」
喜
ん
だ
。
然
る
に
こ
の
時
瑞
西

亡
於
て
は
、
新
佛
派
再
び
實
構
を
理
り
、
獅
軍
の
三
分
三

を
定
む
る
瑞
西
人
は
皇
帝
よ
り
離
叛
し
、
濁
七
種
は
全
く

富
岡
力
を
失
っ
た
。
ヅ
居
ニ
ス
人
は
粛
軍
を
撃
退
し
省
進

ん
で
之
を
濁
逸
領
内
に
追
撃
し
だ
。
皇
帝
は
急
遽
本
國
に

館
り
諸
部
の
援
助
を
求
め
し
も
、
諸
事
は
之
を
拒
ん
だ
彼

は
途
に
ヴ
ェ
、
昂
デ
ヒ
に
劉
し
て
、
法
皇
、
西
班
牙
王
、
及

び
彼
が
今
迄
無
力
を
賭
し
て
戦
ひ
つ
、
あ
っ
た
、
佛
國
王

ビ
共
に
カ
ン
プ
レ
イ
盟
約
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
一
五
〇

九
年
ウ
ナ
ル
ム
ス
に
寄
集
せ
し
帝
國
の
都
市
恩
新
に
皇
帝

の
要
求
を
拒
み
且
つ
彼
の
佛
國
王
に
馴
す
る
態
度
の
豹
墾

を
詰
っ
た
Q
其
の
後
一
五
一
〇
年
に
は
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル

グ
、
一
五
＝
一
年
に
は
ツ
ソ
ー
ル
、
及
び
ケ
ル
ン
に
帝
國

議
會
を
開
催
せ
し
も
、
皇
帝
と
諸
神
は
何
等
の
一
致
黙
を

　
　
　
　
　
　
第
十
五
倦
　
第
四
號
　
　
　
六
三
一
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二
世
濁
遡
に
於
け
る
毅
激
嗣
係
の
歴
史
的
考
察
（
三
喜
田
）

屍
魑
す
能
慣
す
、
帝
國
憲
法
制
定
運
動
は
全
く
行
詰
っ
て

囁
し
ま
つ
虎
の
で
あ
る
。

　
こ
の
猫
逸
憲
法
制
定
蓮
動
の
跡
を
点
る
起
、
皇
帝
為
面

部
も
共
t
帝
國
の
統
一
を
促
進
し
帝
國
を
七
て
更
生
せ
し

め
惣
堀
す
る
も
、
皇
帝
鳳
そ
の
心
力
を
よ
り
多
く
保
存
せ

む
耀
し
、
諸
部
は
帝
権
を
制
限
し
て
そ
の
專
横
を
制
し
、

之
れ
上
代
わ
て
彼
等
の
学
力
を
籏
押
せ
む
ご
し
た
。
か
く

て
爾
藩
の
間
に
な
一
致
瓢
を
孤
塁
す
能
饗
す
、
彼
等
の
問

に
は
絶
え
ざ
る
要
求
ご
拒
絶
、
強
要
せ
ら
れ
た
る
賛
成
、

不
完
全
嫁
る
履
行
鳳
存
在
せ
し
も
、
本
質
的
な
る
「
致
な

試
川
蝉
っ
て
双
方
に
眞
の
蒲
足
が
な
か
っ
た
。
か
く
て
最

後
t
相
互
の
誤
解
ご
反
械
が
生
じ
、
途
に
憲
怯
制
定
蓮
動

も
一
時
中
止
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
新
憲
法
の
一
圃
に
制
定
せ
ら
る
〉
も
、
圃
人
の
新
憲
法

仁
甥
す
る
服
外
心
の
養
成
さ
る
、
迄
一
般
の
動
揺
は
免
れ

嫁
い
。
況
ん
や
憲
法
を
制
定
せ
む
ご
し
て
失
敗
し
、
確
乎

た
る
中
央
権
力
の
存
在
せ
ざ
る
蒋
仁
於
て
を
や
。
長
期
に

　
　
　
　
　
　
命
ず
丁
五
蘇
州
　
第
四
懸
樋
　
　
山
畑
一
帯
ニ

亙
る
憲
法
制
定
運
動
に
於
て
創
設
せ
ら
れ
π
る
唯
一
の
制

　
　
　
　
ヤ
ノ
マ
ロ
サ
ゲ
リ
ヒ
ト

度
は
實
に
高
等
怯
院
で
あ
っ
た
。
而
も
そ
れ
に
滅
し
て
す

ら
各
方
面
か
ら
不
興
が
馨
り
つ
、
あ
っ
た
。
諸
侯
鳳
こ
れ

仁
よ
う
て
爾
櫓
B
の
耀
力
の
制
限
せ
ち
れ
π
る
を
不
蒲
芝
、

し
、
下
履
糟
級
鳳
こ
れ
亡
よ
り
て
保
護
せ
ら
れ
ざ
る
を
漱

ぎ
、
騎
士
階
級
似
こ
の
法
院
に
於
蹴
る
諸
侯
の
権
力
の
大

な
る
を
恨
み
、
都
市
は
そ
の
意
思
の
代
表
せ
ら
れ
す
し
て

薄
野
の
み
課
せ
ら
る
、
を
怒
っ
た
。
か
く
て
帝
姻
の
諮
階

級
は
流
れ
も
中
央
戦
力
に
懸
乱
せ
す
し
て
樹
立
し
、
カ
が

唯
一
の
正
義
こ
な
う
、
到
る
庭
に
孚
翻
が
行
寂
れ
π
。

　
諸
侯
は
寸
毫
だ
も
そ
の
領
土
を
頒
題
し
、
椎
利
を
伸
張

せ
む
芝
し
て
欝
欝
ひ
、
他
の
階
級
を
慶
黒
し
旋
。
騎
士
階

級
は
諸
侯
仁
封
抗
せ
む
爲
に
同
盟
を
組
織
し
π
。
シ
ユ
ワ

ー
べ
γ
傷
フ
ラ
ン
ク
ン
地
方
に
於
哲
る
騎
士
の
同
盟
は
大

雄
る
勢
力
を
得
π
。
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ヅ
ジ
キ
ン
ゲ
γ
に

見
る
如
く
、
騎
士
の
勢
力
は
、
皇
帝
及
び
諸
侯
に
甥
す
る

一
大
脅
威
で
あ
っ
た
。
都
市
も
勇
敢
に
他
勢
力
鳶
反
抗
し

（ユ30）



湘
。
・
彼
等
の
伺
盟
鳳
、
圃
王
、
譜
侯
の
専
横
を
制
し
、
盗

賊
騎
士
を
押
書
も
、
時
に
は
　
圃
の
國
主
を
す
あ
彼
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ダ
　
ラ
ン
ナ
ン

前
℃
叩
頭
せ
し
あ
た
。
殊
に
学
徳
利
ご
低
地
地
方
こ
の
結

合
、
新
航
路
の
獲
見
は
彼
等
を
し
て
忠
君
せ
る
世
界
蓮
商

起
關
興
せ
し
め
、
彼
等
の
冨
を
増
し
た
。
從
っ
て
帝
舎
内

仁
於
β
る
彼
等
の
勢
力
鳳
大
ご
謂
う
♪
彼
等
の
伺
意
な
く

滋
て
は
何
事
も
不
成
功
に
終
つ
允
。
彼
等
は
屡
々
帝
國
議

會
の
快
議
鳶
反
抗
し
た
。
一
五
、
〇
九
年
よ
り
一
五
一
二
年

輩
至
る
帝
國
議
會
の
失
敗
は
、
彼
等
の
紅
樹
が
主
な
る
原

個
で
あ
っ
π
b
・
ヌ
都
市
・
は
外
部
の
勢
力
に
反
抗
せ
も
め
み

な
ら
す
、
そ
の
内
部
に
於
て
も
富
の
壇
加
ご
共
に
上
下
の

軋
櫟
は
丁
々
激
成
せ
ら
れ
た
．
、
市
會
ご
一
般
市
民
ご
は
常

に
掬
反
目
し
》
政
治
、
家
駕
し
て
を
の
詣
り
を
完
．
ふ
せ
る
者

少
く
馬
投
獄
」
魑
放
、
死
刑
が
屡
行
下
れ
た
の
で
あ
る
ゆ

　
叉
男
持
帝
・
姻
の
絶
え
ざ
る
要
求
は
農
民
糟
激
の
総
捲
を

培
↓
、
・
点
出
族
の
農
民
に
署
す
る
搾
取
政
策
の
依
々
辛
辣
を

極
瀕
し
か
膿
最
も
隠
属
せ
し
農
民
階
級
す
ら
遽
鳶
武
装
す

　
　
　
坤
鞭
濁
麹
起
於
”
ゐ
政
敏
欄
係
の
歴
史
酌
考
舞
（
｝
一
轟
測
）

る
起
至
つ
π
o
湿
し
・
て
ラ
ン
デ
ク
、
矛
ヒ
小
は
U
實
に
か
、
る

雰
落
着
の
中
か
ら
生
れ
摩
た
の
で
あ
る
。
蹄
西
人
の
冊
立

は
南
濁
農
民
仁
…
劉
七
て
誘
惑
葡
書
例
」
置
な
っ
た
ゆ
エ
ル
ず

ス
の
シ
ュ
レ
ッ
ト
、
ジ
ン
タ
》
ト
（
ω
O
げ
一
Φ
欝
ω
叶
ρ
血
梓
）
地
・
提
起
於

て
は
、
｝
四
九
「
三
　
年
市
民
じ
ご
農
民
こ
の
欄
に
秘
，
密
〔
伺
四
盟
が

結
ば
れ
、
彼
等
の
同
意
な
き
租
税
、
墨
黒
の
徴
牧
に
堕
す
・

る
反
磁
、
儒
侶
の
特
笑
め
制
限
、
猫
太
入
を
殺
饗
し
て
そ

の
財
薩
の
一
分
｛
駕
r
す
べ
き
中
二
等
・
が
朋
皿
漏
れ
～
た
O
ブ
ラ
ィ
・
箔
ガ

ウ
（
犀
。
δ
ひ
q
磐
）
地
方
・
で
は
》
豊
民
ご
う
ン
ド
ク
弁
ヒ
ナ
苓

の
秘
密
影
響
鱒
が
成
〔
慰
し
て
居
た
亭
。
從
づ
セ
諸
侯
も
彼
等
に
〆

警
戒
℃
ふ
農
民
の
蛍
雪
を
増
す
一
、
般
課
税
に
蘭
℃
て
鳳
、

議
長
に
於
て
も
常
に
議
論
が
沸
騰
し
π
の
で
あ
み
・
。

　
か
く
て
隠
逸
の
冠
會
亡
越
容
易
奪
ら
ざ
る
要
素
が
醗
酵

し
づ
ふ
あ
っ
た
。
人
心
は
古
き
も
の
仁
倦
み
評
新
」
き
も

の
に
向
か
っ
た
。
憲
怯
を
制
定
し
て
政
治
納
κ
帝
．
悩
を
更

生
せ
し
め
む
這
し
て
失
敗
し
た
國
民
は
、
今
や
宗
敷
的
改

革
ヘ
ゼ
向
つ
π
っ
柳
ち
憲
法
を
制
定
せ
む
ご
し
た
棚
．
民
約

　
　
　
　
　
　
第
十
五
捲
敷
面
號
　
山
ハ
三
三
　

（；」3、1う



　
　
　
　
中
世
掲
逸
に
於
け
る
政
敏
關
係
の
歴
史
酌
考
察
　
（
三
喜
田
）

意
識
に
畳
醒
せ
る
入
民
は
、
同
時
に
羅
馬
を
中
心
こ
す
る

世
界
的
敏
會
に
反
評
し
て
、
國
民
的
敷
會
を
樹
立
せ
む
ご

す
る
蓮
動
を
起
し
た
の
で
あ
る
Q
從
っ
て
帝
國
ご
羅
馬
ご

め
關
係
、
僧
侶
の
遣
徳
が
問
題
こ
せ
ら
れ
、
中
世
的
激
義

に
話
す
る
反
調
が
織
り
、
反
法
皇
的
蓮
動
が
登
供
し
た
の

「
で
あ
る
。

　
猫
逸
人
の
羅
馬
数
會
に
謝
す
る
反
戚
の
主
な
る
原
因
は

財
政
的
方
面
か
ら
來
て
居
る
。
法
皇
臆
は
僧
侶
の
就
職
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
け
テ
ン

る
毎
に
強
制
的
に
莫
大
の
就
任
税
を
徴
惨
し
た
。
僧
職
の

準
位
屡
々
超
り
し
當
時
の
濁
逸
に
あ
り
て
は
、
そ
の
負
澹

は
到
底
人
民
の
堪
ふ
る
所
で
な
か
っ
た
。
悪
説
法
皇
磨
の

牧
入
た
り
し
澱
會
裁
剣
の
手
数
料
、
信
緑
に
謁
す
る
地
租

（
O
O
風
前
①
）
等
を
除
い
て
も
爾
三
十
萬
グ
ル
デ
ン
（
一
グ

ル
デ
ン
は
ニ
マ
ル
ク
に
罵
る
）
の
金
が
羅
馬
へ
吸
評
せ
ら

れ
た
。
且
つ
免
罪
符
の
販
責
入
は
猫
逸
の
各
地
方
を
横
行

し
て
居
π
Q
か
、
る
羅
馬
の
財
政
々
策
に
よ
り
て
多
く
の

濁
逸
の
村
落
は
荒
蕪
し
た
。
小
額
の
課
税
に
溢
し
て
常
に

　
　
　
　
　
　
第
十
五
小
雛
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
一
二
四

議
論
の
沸
騰
せ
し
濁
逸
に
あ
り
て
、
こ
の
毅
會
の
搾
取
が

如
何
な
る
印
象
を
人
心
に
與
へ
つ
、
あ
り
し
か
は
察
す
る

に
為
り
あ
り
で
あ
る
。
こ
の
思
入
を
以
て
せ
ば
有
力
な
る

軍
隊
を
試
織
し
て
、
ト
ル
コ
を
撃
退
す
る
も
容
易
な
る
べ

し
ご
は
凡
て
の
濁
母
人
の
念
頭
を
去
ら
な
い
思
ひ
で
あ
っ

た
。
加
之
當
時
の
濁
逸
に
於
て
は
敷
會
裁
鋼
構
ご
世
俗
裁

割
樺
ご
が
屡
々
衝
突
し
た
。
欝
欝
に
於
て
は
大
監
督
の
み

な
ら
す
監
督
も
裁
判
椹
を
持
ち
、
僑
俗
の
係
箏
問
題
は
激

會
裁
割
に
よ
っ
て
取
扱
は
れ
た
。
從
っ
て
一
般
俗
人
は
常

　
　
　
　
パ
　
ン

に
敷
會
の
破
門
に
よ
り
て
威
嚇
せ
ら
れ
、
裁
鋼
の
逞
滞
芝

多
額
の
費
用
ご
に
よ
り
て
苦
め
ら
れ
た
。
都
市
は
叉
常
に

激
會
の
免
税
樫
に
よ
り
て
憶
ま
さ
れ
た
。
毅
會
は
こ
の
椹

利
を
利
用
し
写
生
の
目
的
を
以
て
物
品
を
毅
會
に
輸
入
し

た
。
叉
鍛
會
は
當
時
罪
人
の
避
難
所
で
あ
り
、
僧
院
は
放

蕩
子
息
の
寄
宿
所
で
あ
っ
た
。
僑
侶
は
表
面
猫
身
を
装
ふ

も
、
裏
面
に
嘗
て
は
多
く
の
私
生
兇
を
持
っ
て
居
た
。
・
當

時
僧
侶
た
ら
む
ご
す
る
者
の
第
一
の
動
機
は
、
働
か
す
も
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て
良
魯
暮
を
な
さ
む
ご
す
る
に
あ
っ
た
。
か
、
る
状
態
に

銘
し
て
反
歯
の
駈
り
測
る
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
。

：
濁
逸
に
於
け
る
反
法
皇
的
運
動
は
已
に
述
べ
し
如
く
憲

法
制
定
蓮
動
ご
密
接
な
關
係
を
有
す
る
。
．
初
め
て
都
市
の

代
表
者
が
加
っ
て
憲
法
制
定
の
計
画
を
試
み
た
る
一
四
入

七
年
の
帝
國
議
會
に
於
て
、
法
皇
の
獅
逸
に
於
て
徴
青
し

つ
＼
あ
る
十
分
一
六
（
N
Φ
け
葺
①
昌
）
を
贋
止
せ
し
む
べ
し
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ヒ
ス
の
ラ
　
ト

の
意
見
が
公
表
せ
ら
れ
た
。
叉
一
四
九
五
年
の
議
政
府
を

組
織
せ
む
ざ
し
た
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
國
正
式
に
於
て
、
諸

部
は
こ
の
議
政
府
の
長
官
を
し
て
猫
逸
愚
民
の
法
皇
廉
に

封
ず
る
不
李
を
考
慮
に
入
れ
し
め
、
痴
れ
に
逸
す
る
適
當

な
る
慮
置
を
取
ら
し
む
べ
し
ご
の
動
議
を
提
出
し
た
。
又

一
四
九
入
年
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
の
帝
國
議
會
に
於
て
國
王
ご

前
部
こ
の
協
調
成
立
せ
し
時
、
諸
部
は
法
皇
が
濁
逸
よ
）

　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
　
プ
ン

徴
遅
し
つ
、
あ
る
僧
職
就
任
税
を
塾
ル
コ
戦
役
の
爲
に
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ィ
ヒ
ス
の
ラ
オ
ト

出
せ
し
む
べ
し
ビ
の
提
議
を
可
決
し
た
。
か
く
て
議
政
府

の
組
織
を
實
現
せ
し
一
五
〇
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
の

　
　
　
・
中
世
濁
逸
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

帝
國
議
會
は
、
實
際
に
一
人
の
使
節
を
羅
馬
に
象
り
て
、

就
任
税
に
画
す
る
フ
ラ
ィ
ブ
ル
グ
の
決
議
を
法
皇
に
交
付

せ
し
め
、
且
つ
猫
逸
激
會
に
甥
す
る
法
皇
の
不
當
な
る
干

渉
に
關
し
て
異
議
を
提
出
せ
し
め
た
の
で
あ
る
Q
叉
諸
部

を
五
十
年
節
祝
賀
の
爲
に
羅
馬
よ
り
濁
逸
へ
邊
ら
れ
し
法

皇
の
使
節
に
、
政
府
の
同
意
な
く
し
て
公
安
鼻
面
曲
者
に

免
罪
符
を
與
へ
ざ
る
様
注
意
し
た
。
又
マ
キ
シ
ミ
リ
ァ
ン

は
佛
蘭
西
の
一
四
三
八
年
の
ブ
ー
ル
ジ
ユ
に
於
け
る
プ
ラ

グ
了
グ
ッ
シ
ェ
・
サ
ン
ク
テ
オ
ン
に
倣
ひ
て
、
濁
逸
に
於
て

も
か
、
る
切
合
を
楼
布
し
以
て
猫
逸
墨
壷
に
謝
す
る
法
皇
‘

の
干
渉
を
排
除
せ
む
ご
し
た
Q
さ
れ
ざ
彼
は
之
れ
を
實
行

ず
る
に
足
る
勇
氣
ε
カ
を
持
た
な
か
っ
た
。
國
懐
こ
し
て

の
画
工
の
椹
力
の
鶴
里
が
こ
れ
ら
の
凡
て
の
試
を
無
力
に

し
た
。
然
し
羅
馬
に
黙
す
る
反
身
は
多
数
猫
前
人
の
血
管

の
中
に
沸
騰
し
て
居
た
。
大
火
の
特
に
起
ら
む
ε
す
る
素

地
は
作
ら
れ
只
事
火
を
待
つ
の
釈
態
を
呈
し
て
居
た
の
で

あ
る
Q

第
十
五
巻
　
　
第
四
肺
撚
　
　
　
轟
ハ
三
｝
血
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